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D&B D-U-N-S® Registered™ 利用約款 
 

 

2022年4月1日改定 
 

 

第１章 総則 

 

第１条（適用範囲） 

１．この約款（第7条で規定する料金表を含みます。以下同じ）

は、株式会社東京商工リサーチが米国法人Dun ＆ 

Bradstreet International, Ltd（以下「DBI」といいます）

からライセンスを受けて日本国内で提供するD&B 

D-U-N-S® Registered™（以下「本サービス」といい、本

サービスには付属する説明書等の資料を含みます）の取扱

いに関して必要な事項を定めるものです。本サービスの利

用に関する契約（以下「利用契約」といいます）には、こ

の約款が適用され、これにより利用契約の内容が規律され

るものとします。 

２．この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣

習によります。 

３．当社は、前二項の規定にかかわらず、法令及び一般の慣習

に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。 

 

第２条（約款の変更） 

１．当社は、この約款を変更することができるものとします。

この約款を変更する場合は、この約款を変更する旨、変更

後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社の

ウェブサイト（httis://www.tsr-net.co.ji/及びその下位のデ

ィレクトリ並びにその後継となる他のドメインのウェブサ

イトをいいます。以下同じ）でお客様が知り得る状態に置

き又はお客様に通知します。 

２．前項の規定によりこの約款を変更した場合は、利用契約の

成立時期にかかわらず（変更後の約款の効力発生時期の前

に成立した利用契約を含みます）、最新版の約款を適用する

ものとします。 

 

第３条（著作権等） 

１．本サービスの著作権その他の知的財産権（以下「著作権等」

といいます）は、当社又は当社に対して権利の利用を許諾

した者（以下「原権利者」といい、この用語には著作権等

の対象にならないデータ等の利用を許諾した者を含みます）

に帰属します。 

２．本サービスの利用契約は、お客様に対し、利用契約及びこ

の約款の定めに基づく本サービスを利用する権利の範囲を

超えて、本サービスに含まれる著作権等を譲渡し、貸し付

け、担保に供するなどするものではありません。 

 

第２章 利用契約の締結等 

 

第４条（申込み） 

１．本サービスの利用を申し込もうとするお客様は、当社所定

の申込書に必要事項を記入し、記名（署名）押印の上、当

社宛てに提出するものとします。 

２．本サービスは、日本国内に法人登記（本店登記）を有する

お客様に限り申込むことができます。 

 

第５条（審査） 

１．当社は、前条の申込みがあったときは、当社が定める基準

に従い審査します。なお、当社は、審査基準を開示する義

務を負いません。 

２．当社は、審査の結果、利用契約の締結を拒否することがあ

ります。この場合、その旨をお客様に対して書面で通知し

ますが、理由を開示する義務を負いません。 

３．お客様は、当社に対し、審査の基準及び利用契約締結拒否

の理由について開示を求めてはなりません。 

 

第６条（契約の成立） 

利用契約は、第4条の申込みをしたお客様に対し、当社が

利用開始通知書を発したときに成立するものとします。 

 

第３章 お客様の責務等 

 

第７条（利用料金） 

１．お客様は、当社に対し、本サービスの対価（以下「利用料

金」といいます）として、料金表に記載又は記録された金

額を支払うものとします。 

２．利用料金には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」と

いいます）を含みません。お客様は、当社に対し、利用料

金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。 

３．当社は、お客様に対し、利用開始通知書の交付後速やかに

請求書を発行します。 

４．お客様は、利用料金を請求書受取月の翌月末日までに支払

うものとします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に

あたる場合は、前営業日までに支払うものとします。 

５．支払方法は、当社が指定する銀行口座への振込みによるも

のとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。 

６．当社は、料金表を、当社のウェブサイトでお客様が知り得

る状態に置き又はお客様から請求があった場合に遅滞なく

交付又は提供（ただし、既に交付又は提供済みであるとき

は除きます）します。 

 

第８条（利用期間） 

お客様は、本サービスを利用開始通知書に記載された利用

開始日から起算して1年間（以下「利用期間」といいます）

利用することができます。 

 

第９条（お客様による作業等） 

１．お客様は、当社が承諾したお客様のWebサイト（以下「指

定サイト」といいます）に当社所定のHTMLソース（以

下「ソースコード」といいます）を埋め込み、これにより

表示されるロゴをクリックすると当社が指定するWebサ

イト（以下「ホストサイト」といいます）にリンクする仕

組みを作成することができます。また、ホストサイトにア

クセスするための当社が提供するQRコードをお客様が作

成する印刷物に表示させることができます。 

２．ホストサイトには、お客様の企業データ（DBIが構築する

企業情報データベースを構成する情報のうち当社が定める
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情報項目）が掲載され、第三者の利用に供します。 

３．お客様は、指定サイトへのソースコードの埋め込み作業及

びQRコードを表示する印刷物の作成を、自らの費用と責

任により行わなければなりません。 

４．お客様は、指定サイト内においてロゴを表示する位置及び

印刷物においてQRコードを表示する位置を任意に決定す

ることができます。ただし、当社が特に指定したとき、又

は変更を求めたときは、それに従い自らの費用と責任によ

り速やかに対応しなければなりません。 

５．当社は、お客様によるソースコードの埋め込み作業及び

QRコードを表示する印刷物の作成が利用開始通知書に記

載された利用開始日までに完了しなかった場合でも、利用

期間の延長や利用料金の減免、返金等の措置は一切行いま

せん。 

６．当社は、利用期間の途中においてソースコード又はQRコ

ードを変更することがあります。お客様は、当社から新し

いソースコード又はQRコードへの変更を求められたとき

は、自らの費用と責任により速やかに対応しなければなり

ません。 

 

第１０条（お客様がすべき作業の第三者委託） 

１．お客様は、前条の定めによりお客様がすべき作業を、自ら

の費用と責任により第三者（以下「委託業者」といいます）

に委託することができます。 

２．お客様は、委託業者によるソースコード及びQRコードの

不正利用等がないよう適切に監督するとともに、前項によ

る作業の委託と関連して当社又はDBIに損害又は不利益

を与えたときは、お客様が責任を負うものとします。 

 

第１１条（お客様による企業情報の提供） 

１．お客様は、利用契約の締結時に当社に対して自社の企業情

報のうち当社が指定する情報項目を提供するものとします。

また提供した情報に変更が生じたときは、速やかに変更後

の情報を提供するものとします。 

２．お客様は、次の各号の一に該当したときは、直ちに当社に

対して通知しなければなりません。 

(1) 手形又は小切手が不渡り処分を受けたとき。 

(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立てがあった

とき又は租税滞納処分を受けたとき。 

(3) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始

又は特別清算開始の申立てがあったとき。 

(4) 合併によらないで解散の決議をしたとき。 

(5) 営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。 

(6) 実質的に営業しなくなったとき。 

(7) 事業と関連してお客様自身（法人）又はその役員が刑

事事件で起訴されたとき。 

(8) その他前各号に準ずる状況に陥ったとき。 

３．お客様は、前二項により当社に提供する情報の正確性、完

全性、最新性を保証するものとします。 

４．当社は、第1項及び第2項により提供された情報の正確性、

完全性、最新性等について検証する義務を負いません。 

 

第１２条（企業情報の利用等に関する承諾） 

お客様は、前条第1項及び第2項により当社に提供された

情報が当社及びDBIにより利用され、また第三者に提供さ

れることを承諾するものとします。 

 

第１３条（企業データの掲載） 

１．当社は、ホストサイトにお客様に関する企業データを掲載

し、第三者の利用に供します。 

２．当社は、掲載する企業データの情報項目を決定する権利を

有します。情報項目は、利用期間の途中においても変更す

ることがあります。 

３．企業データの掲載内容は当社の判断によるものとし、お客

様は異議を申し出たり、根拠や情報ソースの開示を求めた

りしてはなりません。第11条第1項及び第2項の定めに

よりお客様から提供された企業情報をそのまま掲載すると

は限りません。 

４．当社は、企業データの正確性、完全性、最新性、適時性、

有用性、特定目的適合性等内容について、一切保証しませ

ん。 

５．当社は、次の各号の一に該当した場合は、利用期間の全部

又は一部について、お客様の企業データの全部又は一部を

ホストサイトに掲載しないことがあります。 

(1) 第11条第1項の規定によるお客様の企業情報の提供が

行われない場合 

(2) お客様が第11条第2項各号の一に該当した場合 

 

第１４条（企業データの利用に関する規約等の遵守） 

当社は、ホストサイトに掲載される企業データについて、

利用者全般に適用される規約等を定めることがあります。

利用者全般に適用される規約等は、お客様がお客様自身に

関する企業データを利用する場合にも例外なく適用されま

す。 

 

第１５条（禁止事項） 

お客様は、本サービスを利用するにあたり、次に掲げる行

為をしてはなりません。 

(1) 当社又はDBIがお客様の実在や企業データの正確性、

完全性、最新性、適時性、有用性、特定目的適合性等

内容を保証していると第三者に対して表明したり、保

証していると誤解を招くおそれのある行為をしたり

すること。 

(2) 次に掲げる内容を指定サイトに掲載すること。 

① 他人の名誉を毀損し、社会的信用を低下させるも

の。 

② 誹謗中傷、嫌がらせ、脅迫等に該当するもの。 

③ 他人の著作権その他の知的財産権、肖像権等を侵

害するもの。 

④ 出生、国籍、人種、肌の色、民族、信条、宗教、

性別、心身の障がい等による差別につながるおそ

れのあるもの。 

⑤ わいせつなもの。またそのような商品の販売等を

目的とするもの。 

⑥ 当社又はDBIの営業を妨害するおそれのあるも

の。 

⑦ その他①から⑥に準ずる不法又は不当なもの。 

(3) 指定サイトから次のいずれかに該当するWebサイト

にリンクさせること。 

① 前号に掲げる内容を含むWebサイト 

② 実質的に運営する者が暴力団、暴力団員、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これ

らに類する者（以下「反社会的勢力」といいます）

であるWebサイト 

(4) 本サービスを利用する上での当社の合理的な指示に従

わないこと。 

 

第１６条（本サービスを利用するために必要な設備機器等） 

１．お客様は、当社が求める基準を満たし、本サービスを利用
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するために必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワ

ーク、その他の設備機器等の一切を、自己の費用と責任に

より用意し、設置及び設定等しなければなりません。 

２．お客様は、本サービスを利用するにあたり必要なコンピュ

ータセキュリティ対策（ウィルス対策を含むが、これに限

らない）を、自己の費用と責任により行わなければなりま

せん。 

 

第１７条（個人情報の保護） 

１．お客様は、当社に提供する個人情報及び当社から提供され

る個人情報を、個人情報保護法に従って取り扱うものとし

ます。 

２．お客様は、個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に

該当しない場合でも、個人情報取扱事業者に準じて個人情

報を取り扱うものとします。 

 

第１８条（本サービスの一時的な中断） 

１．当社は、本サービスで用いるコンピュータの保守作業等の

ため、定期的又は緊急に本サービスの一時的な中断をする

ことがあります。 

２．お客様は、前項による本サービスの一時的な中断を理由と

して、利用期間の延長、利用料金の減免、返金又は損害賠

償等を求めることはできません。 

 

第１９条（権利義務の譲渡） 

１．お客様は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、

当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡

し、貸し付け、担保に供するなどしてはなりません。 

２．当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、お客

様に通知することにより、利用契約上の地位及びこれに基

づく権利義務を、譲受会社に譲渡することができるものと

し、お客様は、これを異議なく承諾するものとします。 

 

第４章 利用契約の終了等 

 

第２０条（利用期間満了による利用契約の終了） 

利用契約は、第8条で規定する利用期間の末日の満了をも

って終了します。 

 

第２１条（利用契約の解除） 

１．当社は、お客様が次の各号の一に該当した場合には、事前

に何ら通知催告することなく利用契約を解除することがで

きます。 

(1) 第11条第2項各号の一に定める状況に陥ったとき。 

(2) 利用契約若しくはこの約款に違反したとき、又はその

おそれがあるときで相当の期間を設けて改善を求め

ても是正されないとき、若しくは相当な期間を求めて

改善を求めても是正される見込みがないとき。 

(3) 当社又はDBIの名誉、信用を失墜させ、若しくは損害

を与えたとき、又はそのおそれがあると客観的に認め

られるとき。 

(4) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大

な事由が生じたとき。 

２．お客様は、当社が利用契約を解除したことにより損害を被

ったとしても、当社に対して損害賠償を請求することはで

きません。 

３．当社は、前二項の規定に基づき利用契約を解除したことに

より損害を被った場合には、お客様に対し、当該損害の損

害賠償請求をすることができるものとします。 

 

第２２条（お客様による解約） 

お客様は、当社が書面により承諾した場合を除き、お客様

の都合により利用期間の途中で利用契約を解約することは

できません。 

 

第２３条（期限の利益の喪失） 

お客様は、第21条第1項各号の一に該当したときは、当

社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、

直ちに支払わなければならないものとします。 

 

第２４条（利用契約終了時の措置） 

１．お客様は、利用契約が終了したときは、速やかに指定サイ

トからソースコードを取り除かなければなりません。 

２．利用期間終了日の翌日以降は、指定サイトにソースコード

を埋め込んでもロゴは表示されず、ホストサイトにお客様

の企業データは表示されません。 

３．お客様が利用契約の終了後もQRコードが表示された印刷

物の残部を継続して利用する場合は、当社にいささかの迷

惑もかけてはなりません。また、当社から印刷物の廃棄を

求められた場合は、これに従わなければなりません。 

 

第５章 損害賠償請求等 

 

第２５条（免責事項） 

１．当社は、本サービスの利用によりお客様又は第三者に損害

が生じた場合でも、お客様に対し、損害賠償責任、契約不

適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の

故意又は重大な過失に起因するときは除きます。 

２．当社は、前項ただし書きの規定による責任を、お客様が当

社に対し、利用契約の終了日から1年を経過する日までに

損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとし

ます。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不

履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、

利用料金に相当する額とします。 

 

第２６条（利用料金の返金等） 

当社は、理由の如何にかかわらず、お客様に対し、利用料

金の全部若しくは一部の返金又は支払の免除をしません

（第13条第5項に該当する場合を含み、これに限りませ

ん）。ただし、次の各号のいずれかに該当したときは、利用

料金を365で除して得た額を1日あたりの利用料金として、

お客様が本サービスを利用することができなかった日数に

相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返

金し、又は未受領の利用料金の支払いを求めないものとし

ます。 

(1) 当社の責に帰すべき事由によりお客様が法律の規定に

基づき利用契約を解除したとき。 

(2) 第28条の規定により当社が利用契約を解約したとき。 

 

第２７条（損害賠償） 

当社は、お客様が利用契約又はこの約款に違反したことに

より損害を被った場合には、お客様に対し、当該損害に関

わる損害賠償請求をすることができるものとします。 

 

第６章 一般条項 

 

第２８条（不可抗力） 

当社は、本サービスの利用期間内（利用開始前を含みます）

に天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関

の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質
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による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、

法令の制定・改廃その他の不可抗力（以下「不可抗力」と

いいます）が生じた場合には、本サービスの利用開始日の

延期、利用の中断、利用条件の変更、利用の中止又はその

他の必要な措置を講じることができるものとします。これ

によりお客様に損害が生じても、お客様に対し、一切の責

任を負いません。 

 

第２９条（反社会的勢力の排除） 

１．お客様は、お客様自身又はその役員若しくは実質的に経営

を支配する者が反社会的勢力でないことを当社に対して表

明し、確約するものとします。 

２．お客様は、お客様自身又はその役員若しくは実質的に経営

を支配する者が反社会的勢力を利用したり、資金を提供又

は便宜を供与したりするなど、社会的に非難されるべき関

係又はその他の密接な関係を有しないことを当社に対して

表明し、確約するものとします。 

３．お客様は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をし

ないことを、当社に対して確約するものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる

行為 

(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当

社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に類する行為 

４．お客様は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でない

ことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的

勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の

適切な措置を講じることを、当社に対して確約するものと

します。 

 

第３０条（余後効） 

この約款の第3条、第10条第2項、第11条第3項・第4

項、第12条、第13条第4項、第14条、第17条、第19

条、第21条第2項・第3項、第23条から第27条及び第

30条から第32条の各条項は、利用契約の終了後において

も有効に存続するものとします。 

 

第３１条（準拠法） 

利用契約及びこの約款は日本国法を準拠法とし、日本国法

に従って解釈されます。 

 

第３２条（合意管轄） 

本サービスと関連してお客様と当社との間で紛争が生じた

場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とすることに合意します。 

以上 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

＜以下余白＞ 

 


